
- 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

仕様書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



- 2 - 

１ 業務の名称 
資産税課共用パソコン機器賃貸借 

 
２ 取り扱う情報 

賃借人が賃貸人に引き渡し、又は賃借人が使用を認めたもの 
 
３ 賃貸借期間 
  令和７年９月１日から令和１２年８月３１日まで（６０カ月） 
  なお、本契約は地方自治法第２３４条の３に規定する長期継続契約とする。 
 
３ 対象機器 

別紙「機器賃借物品一覧表」に記載する機器等一式（以下、「本調達機器」という。） 
 
４ 納入場所 
  相模原市中央区中央二丁目１１番１５号  

相模原市役所 資産税課 
 
５ 納入期限 
  本調達機器は、令和７年８月３１日までに納入し、必要な設定を完了させること。 
 
６ 調達範囲 

（１）本調達機器の賃貸借及び保守 
（２）本調達機器の運搬、搬入及び初期セットアップ等 

 （３）本調達機器の賃貸借期間終了時における撤去、搬出、運搬 
 
７ 納入機器等の条件 

本調達により賃貸借する機器等の条件は、次のとおりとする。 
（１）納入予定の機器のスペックはカタログに基づくものとする。 
（２）メンテナンス及び信頼性を考慮し、本調達機器は同一メーカーの同一モデルに統

一すること。 
（３）導入する機器については、メーカーから提供される付属品（マニュアル類含む）

を全て付属すること。ただし、賃借人が不要と判断した付属品を除く。 
（４）未使用かつ発注時点での最新機種であること。 

 
８ 機器の納入 

（１）賃借人の指定する設置場所に納入すること。 
（２）事前に納入日、納入計画等を賃借人に提示し、協議すること。 
（３）機器の納入にあたっては、賃借人の業務に支障をきたさないよう十分に注意する

こと。 
（４）導入当初の初期不良に関しては、連絡後５営業日以内に代替機（本仕様書の要件



- 3 - 

を全て満たすもの）を無償で提供し、賃借人が指定する設置場所へ納入すること。 
 

９ 付帯作業 

次の付帯作業にあたっては、賃借人の指示に従うとともに、詳細な作業内容について

は協議をしながら行うものとする。 

（１）賃借人の物品管理に必要なシールの作成及び指定場所への貼付（シール見本は別

途提示する。） 

（２）機器の製造番号・ＭＡＣアドレスの収集及び賃借人の物品管理シールの番号に対

応した Excel ファイルの一覧表（形式は任意）作成 

（３）本調達機器が賃貸借物件であることがわかるシール等の貼付 

（４）本機器の搬入及び指定場所への設置 

（５）ＬＡＮケーブル及び電源の接続 

（６）ＯＳセットアップ及びバージョン確認 

（７）ＯＳの最新セキュリティパッチの適用（インターネット環境に接続していないた

め、媒体からオフラインインストールすること。） 

（８）賃借人の指定するウィルス対策ソフトウェアをインストールし、必要な設定を施

すこと。 

（９）相模原市の指定するＩＰアドレス及びコンピュータ名の設定 

（10）既存プリンターへの接続 

（11）本調達機器に接続された外付ＨＤＤを、同一ネットワーク上にある３台の既存パ

ソコンから参照できるよう設定 

（12）動作確認及びテスト 

（13）梱包資材の回収及び処分 

 

10  機器保守 

保守条件については、次のとおりとし、機器障害発生時の作業及び交通費、また、部

品代を含むものとする。設置時に装備している部品（キーボード、マウス等を含む。）す

べてについて、保守対象とする。 

  ただし、有寿命部品（定期交換部品）及び消耗品（バッテリー等）は除く。 

（１）保守部品について 

保守部品については、納品された機器のメーカーが提供する部品に限る。 

（２）保守方法及び対応時間等について 

ア 原則として、平日の午前８時３０分から午後５時００分までのオンサイト保守

とすること。ただし、業務影響がある作業については、賃借人と協議のうえ、業

務時間外に対応すること。 

イ 緊急時は賃借人と協議のうえ、前述の障害対応時間に関わらず対応すること。 

ウ 賃借人から保守依頼を受けた場合は、原則として、当日中に現地へ出向き迅速

に対応すること。ただし、自然災害等の事由により、対応に制限がある場合は、

この限りではない。 

エ 部品の交換が必要な障害の場合は、原則として、保守依頼を受けた当日又は翌

日までに故障部品の交換を行うこと。 

（３）受付手段について 

    機器故障等障害発生時の保守部品提供のための受付手段（電話、ファクシミリ、
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Ｅメール）を確保すること。 

 （４）定期点検及び定期清掃について 

定期点検及び定期清掃については、賃借人と協議のうえ、年に 1 回程度実施する

こと。また、保守作業実施後は賃借人に対し報告書を提出すること。 
（５）電磁的記録媒体の交換に伴う対応 

本業務遂行中に故障等により本調達機器に内蔵される電磁的記録媒体の交換を行

った場合、電磁的記録媒体を取り外し、賃借人に無償で譲り渡すものとする。 
 
11 機器の撤去作業等 

 返還する機器の撤去、搬出、運搬作業を行うこと。 
 
12 賃貸借期間満了後の取扱いについて 

賃貸人は賃貸借期間満了後、再リースすることができるものとし、返却の際は本調達

機器の内蔵ＨＤＤを賃借人に無償で譲り渡すものとする。 

なお、内蔵ＨＤＤの取り外し作業は賃貸人が無償で行うものとする。 

 
13 その他事項 

（１）賃貸人の作業実施に当たっては、作業責任者を定めるとともに、作業従事者名簿

を事前に賃借人に報告すること。変更が生じた場合も同様とする。なお、作業責任

者は賃借人との調整及び作業従事者の指揮監督を行うものとする。 
（２）賃貸人の作業の実施に際し、賃借人から提供された資料は、作業終了後、返却し

なければならない。なお、提供された資料については、第三者への提供を禁止する。 
（３）賃借人の施設において作業を実施する際には、作業責任者及び作業従事者は常に

身分を証明するものを携行し、名札を着用すること。 
（４）賃貸人の作業に起因して賃借人の保有する財産その他に損傷を与えた場合、賃貸

人の負担により原状に復帰しなければならない。 
（５）賃借人の指示に基づき、機器賃借物品一覧表の作成を行い、賃借人に報告するも

のとする。 
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14 提出物一覧 
 次のとおり、提出期限以内に必要部数を提出すること。 

（１）機器賃借物品一覧表：１部（紙媒体又は電子媒体） 
   提出期限：入札日から７日以内 
（２）体制表：１部（紙媒体又は電子媒体） 

    提出期限：業務着手前 
（３）作業従事者名簿：１部（紙媒体又は電子媒体） 
   提出期限：業務着手前 
（４）納入スケジュール表：１部（紙媒体又は電子媒体） 
   提出期限：契約日から７日以内 
（５）機器の製造番号・ＭＡＣアドレス一覧表（電子媒体） 
   提出期限：本調達機器納入後７日以内 

 
15 その他 

本仕様書に定めのない事項で、必要な事項が生じた場合、賃借人と賃貸人とが協議の上、

解決するものとする。 
 
 
 
 


